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(57)【要約】
【課題】撮像機能のうち露出制御の機能を向上させるこ
とができる撮像装置、情報処理装置、撮像システム及び
プログラムを提供すること。
【解決手段】この撮像装置は、被写体像の第１の明度情
報を外部より受け付ける受付部と、被写体像の明度を検
出する明度検出部と、前記明度検出部により検出した第
２の明度情報と前記第１の明度情報に基づいた露出値に
基づき露出制御を行う制御部とを具備する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像の第１の明度情報を外部より受け付ける受付部と、
　被写体像の明度を検出する検出部と、
　前記検出部により検出した第２の明度情報及び前記第１の明度情報に基づいた露出値に
基づき露出制御を行う制御部と
　を具備する撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像装置であって、
　前記露出値に基づき露出制御を行うことを設定する設定部をさらに具備し、
　前記制御部は、前記設定部による設定に応じて、前記露出値に基づき露出制御を行う
　撮像装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の撮像装置であって、
　前記露出値に基づき露出制御を行う指示情報を外部より受け付ける指示情報受付部をさ
らに具備し、
　前記制御部は、前記指示情報受付部により入力した指示情報に応じて、前記露出値に基
づき露出制御を行う
　撮像装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の撮像装置であって、
　前記制御部により行われた露出制御に基づき撮像された被写体像の撮像情報を外部に出
力する撮像情報出力部
　をさらに具備する撮像装置。
【請求項５】
　被写体像の明度を検出する検出部と、
　前記検出部により検出した第１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうか
を判別する判別部と、
　前記機器が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力することが
可能な出力部と
　を具備する情報処理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報処理装置であって、
　前記第１の明度情報を外部に出力することを設定する設定情報を外部より受け付ける受
付部をさらに具備し、
　前記出力部は、前記受付部により外部より受け付けた設定情報に応じて、前記第１の明
度情報を外部に出力する
　情報処理装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の情報処理装置であって、
　前記第１の明度情報を外部に出力することを設定する設定部をさらに具備し、
　前記出力部は、前記設定部の設定に応じて、前記第１の明度情報を外部に出力する
　情報処理装置。
【請求項８】
　請求項５に記載の情報処理装置であって、
　被写体像を撮像する撮像部と、
　前記機器が前記撮像部により撮像された被写体像に含まれているかどうかを判断する判
断部とをさらに具備し、
　前記出力部は、前記判断部により前記撮像装置が前記被写体像に含まれていると判断し
た場合に、前記第１の明度情報を外部に出力する
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　情報処理装置。
【請求項９】
　請求項５に記載の情報処理装置であって、
　被写体像を撮像する撮像部をさらに具備し、
　前記表示部は、前記撮像部により撮像されている被写体像に応じた画像を、前記機器に
より撮像されている画像とともに表示する
　情報処理装置。
【請求項１０】
　請求項５に記載の情報処理装置であって、
　前記機器の露出補正値を設定するための設定部と、
　前記設定部により設定された露出補正値情報を外部に出力する露出補正値情報出力部と
　をさらに具備する情報処理装置。
【請求項１１】
　被写体像の明度を検出する第１の検出部と、前記第１の検出部により検出した第１の明
度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうかを判別する判別部と、前記機器が存在
する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力することが可能な出力部とを
備える情報処理装置と、
　前記第１の明度情報を受け付ける受付部と、被写体像の明度を検出する第２の検出部と
、前記第２の検出部により検出した第２の明度情報及び前記第１の明度情報に基づいた露
出値に基づき露出制御を行う制御部とを備える撮像装置と
　を具備する撮像システム。
【請求項１２】
　情報処理装置に、
　被写体像の明度を検出させるステップと、
　前記検出された第１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうかを判別させ
るステップと、
　前記機器が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力することを
可能とさせるステップと
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、撮像装置、情報処理装置、撮像システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、レンズスタイルカメラと呼ばれる商品が開発された。このレンズスタイルカメラ
は、それ単独でもディジタルカメラとして機能し、さらにスマートフォンと併用して使用
することで新たなカメラの楽しみを提供するものである（例えば非特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】http://www.sony.jp/cyber-shot/qx/
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　レンズスタイルカメラもスマートフォンも共に撮像に必要な様々な機能を有しているが
、両者を併用したシステムと使用したときにその機能がより向上することが望まれるとこ
ろである。
【０００５】
　本技術の目的は、撮像機能のうち露出制御の機能を向上させることができる撮像装置、
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情報処理装置、撮像システム及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る撮像装置は、被写体像の第１の明度情
報を外部より受け付ける受付部と、被写体像の明度を検出する明度検出部と、前記明度検
出部により検出した第２の明度情報と前記第１の明度情報に基づいた露出値に基づき露出
制御を行う制御部とを具備する。
【０００７】
　本技術の一形態に係る撮像装置では、外部より入力した明度情報も用いた露出値に基づ
き露出制御を行っているので、露出制御をより正確に行うことができる。
【０００８】
　本技術の一形態に係る撮像装置では、前記露出値に基づき露出制御を行うことを設定す
る設定部をさらに具備し、前記制御部は、前記設定部による設定に応じて、前記露出値に
基づき露出制御を行ってもよい。
　本技術の一形態に係る撮像装置では、外部より入力した明度情報も用いた露出値に基づ
き露出制御を行うことをユーザが設定することができる。
【０００９】
　本技術の一形態に係る撮像装置では、前記露出値に基づき露出制御を行う指示情報を外
部より受け付ける指示情報受付部をさらに具備し、前記制御部は、前記指示情報受付部に
より入力した指示情報に応じて、前記露出値に基づき露出制御を行ってもよい。
　本技術の一形態に係る撮像装置では、外部より入力した明度情報も用いた露出値に基づ
き露出制御を行うことをユーザが外部より設定することができる。
【００１０】
　本技術の一形態に係る撮像装置では、前記制御部により行われた露出制御に基づき撮像
された被写体像の撮像情報を外部に出力する撮像情報出力部をさらに具備してもよい。
　本技術の一形態に係る撮像装置では、外部より入力した明度情報も用いた露出値に基づ
き露出制御を行った画像を外部にて確認することができる。
【００１１】
　本技術の一形態に係る情報処理装置は、被写体像の明度を検出する検出部と、前記検出
部により検出した第１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうかを判別する
判別部と、前記機器が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力す
ることが可能な出力部とを具備する。
【００１２】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、外部に明度情報を出力し、外部の機器に対し
て少なくとも当該明度情報を用いた露出値に基づき露出制御を行わせることができるので
、露出制御をより正確に行わせることができる。
【００１３】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、前記第１の明度情報を外部に出力することを
設定する設定情報を外部より受け付ける受付部をさらに具備し、前記出力部は、前記受付
部により外部より受け付けた設定情報に応じて、前記第１の明度情報を外部に出力しても
よい。
【００１４】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、外部に明度情報を出力し、外部の機器に対し
て少なくとも当該明度情報も用いた露出値に基づき露出制御を行わせることをユーザが設
定することができる。
【００１５】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、前記第１の明度情報を外部に出力することを
設定する設定部をさらに具備し、前記出力部は、前記設定部の設定に応じて、前記第１の
明度情報を外部に出力してもよい。
【００１６】
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　本技術の一形態に係る情報処理装置では、外部に明度情報を出力し、外部の機器に対し
て少なくとも当該明度情報を用いた露出値に基づき露出制御を行わせることをユーザが設
定することができる。
【００１７】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、被写体像を撮像する撮像部と、前記機器が前
記撮像部により撮像された被写体像に含まれているかどうかを判断する判断部とをさらに
具備し、前記出力部は、前記判断部により前記撮像装置が前記被写体像に含まれていると
判断した場合に、前記第１の明度情報を外部に出力してもよい。
【００１８】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、外部に明度情報を出力し、外部の機器に対し
て少なくとも当該明度情報を用いた露出値に基づき露出制御を行わせることを自動的に設
定することができる。
【００１９】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、被写体像を撮像する撮像部をさらに具備し、
前記表示部は、前記撮像部により撮像されている被写体像に応じた画像を、前記機器によ
り撮像されている画像とともに表示してもよい。
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、当該情報処理装置が撮像する画像についても
確認することができる。
【００２０】
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、前記撮像装置の露出補正値を設定するための
露出補正値設定部と、前記設定された露出補正値に応じた露出補正値情報を外部に出力す
る露出補正値情報出力部とをさらに具備してもよい。
　本技術の一形態に係る情報処理装置では、露出制御をより正確に或いはユーザの意図す
るように行うことができる。
　本技術の一形態に係る撮像システムは、情報処理装置と、撮像装置とを具備する。
【００２１】
　前記情報処理装置は、被写体像の明度を検出する第１の検出部と、前記第１の検出部に
より検出した第１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうかを判別する判別
部と、前記機器が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力するこ
とが可能な出力部とを備える。前記撮像装置は、前記第１の明度情報を受け付ける受付部
と、被写体像の明度を検出する第２の検出部と、前記第２の検出部により検出した第２の
明度情報及び前記第１の明度情報に基づいた露出値に基づき露出制御を行う制御部とを備
える。。
【００２２】
　本技術の一形態に係る撮像システムでは、撮像装置が情報処理装置より入力した明度情
報も用いた露出値に基づき露出制御を行っているので、露出制御をより正確に行うことが
できる。
【００２３】
　本技術の一形態に係るプログラムは、情報処理装置に、被写体像の明度を検出させるス
テップと、前記検出された第１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうかを
判別させるステップと、前記機器が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度
情報を出力することを可能とさせるステップとを実行させる。
【００２４】
　本技術の一形態に係るプログラムでは、撮像装置に明度情報を出力し、撮像装置に対し
て少なくとも当該明度情報も用いた露出値に基づき露出制御を行わせることができるので
、露出制御をより正確に行わせることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本技術によれば、露出制御をより正確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】



(6) JP 2015-99956 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

【００２６】
【図１】本技術の一実施形態における撮像装置の正面図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】本技術の一実施形態における撮像装置を情報処理装置に取り付けた場合の外観構
成を示す図である。
【図４】本技術の一実施形態における撮像装置を情報処理装置に取り付けた場合の他の外
観構成を示す図である。
【図５】本技術の一実施形態における撮像装置を情報処理装置に取り付けた場合のさらに
別の外観構成を示す図である。
【図６】本技術の一実施形態における撮像装置及び情報処理装置の構成を示すブロック図
である。
【図７】本技術の一実施形態における撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図８】本技術の一実施形態における情報処理装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】本技術の一実施形態におけるシステムの効果を説明するための図である。
【図１０】図９と同様に、システムの効果を説明するための図である。
【図１１】本技術の他の実施形態に係る撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図１２】図１１に示した実施形態における撮像装置の構成例を示す図である。
【図１３】図１１に示した実施形態における情報処理装置の構成例を示す図である。
【図１４】本技術のさらに別の実施形態に係る情報処理装置の動作を示すフローチャート
である。
【図１５】図１４に示した実施形態の動作を説明するための図である。
【図１６】本技術の情報処理装置におけるユーザインターフェースとしての表示部におけ
る表示画面を示す図（その１）である。
【図１７】本技術の情報処理装置におけるユーザインターフェースとしての表示部におけ
る表示画面を示す図（その２）である。
【図１８】本技術の情報処理装置におけるユーザインターフェースとしての表示部におけ
る他の表示画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。
［撮像装置の外観構成例］
【００２８】
　図１及び図２は、本実施形態における撮像装置１００の外観構成を示す図である。図１
には、撮像装置１００の正面図を示し、図２には、撮像装置１００の側面（矢印Ａから見
た場合における側面図）を示す。
【００２９】
　また、本実施形態では、撮像装置１００を、円筒形（円柱形）の撮像装置とする例を示
す。すなわち、撮像装置１００の形状を、一般の撮像装置（例えば、一体型カメラ）のレ
ンズ部分のみを取り出したような形状とする例を示す。なお、撮像装置１００は、ズーム
レバーやシャッターキーなどの操作部材を備えるが、図１などでは、これらの図示を省略
する。特に、本技術の実施形態に係る撮像装置１００は、取得している画像や取得した画
像を表示する液晶パネルなどの表示部を持たない。
　撮像装置１００は、鏡筒１６０と、取付部材１７１、１７２とを備える。鏡筒１６０は
、光学系、撮像系などの各部材を収容するものである。
【００３０】
　取付部材１７１、１７２は、撮像装置１００を図３～図５に示す情報処理装置２００に
取り付ける際に用いられるアタッチメントである。例えば、情報処理装置２００の形状、
サイズに応じて、取付部材１７１を矢印１７３方向に移動させ、取付部材１７２を矢印１
７４方向に移動させることにより、撮像装置１００を情報処理装置２００に固定するため
のアタッチメントである。また、撮像装置１００を情報処理装置２００に装着する場合の
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アタッチメント面を装着面１７５（図１に示すレンズ側の面の反対側の面）として示す。
なお、撮像装置１００を情報処理装置２００に取り付ける場合の例を図３～図５に示す。
【００３１】
　撮像装置１００は、単体で通常の撮像動作を行うことが可能であり、情報処理装置２０
０と離間した状態で情報処理装置２００の操作により撮像動作を行うことも可能である。
撮像装置１００は、情報処理装置２００に装着して使用する場合には、情報処理装置２０
０の操作により撮像動作を行うことも可能である。撮像装置１００で取得している画像や
取得した画像は、液晶パネル等の表示部を備える情報処理装置２００の表示部に写し出さ
れ、ユーザはこの画像を見ながら撮像操作を行う。
［撮像装置の取付例］
　図３～図５は、本実施形態における撮像装置１００を情報処理装置２００に取り付けた
場合の外観構成を示す図である。
【００３２】
　図３には、情報処理装置２００の一面（入出力部２４０が備えられている面）に撮像装
置１００を取り付けた場合の例を示す。図４には、情報処理装置２００の他の面（入出力
部２４０が備えられている面の反対側の面）に撮像装置１００を取り付けた場合の例を示
す。図５には、情報処理装置２００の他の面（入出力部２４０が備えられている面の反対
側の面）に撮像装置１００を取り付けた場合の他の例を示す。
　情報処理装置２００は、操作部材２２１乃至２２３と、入出力部２４０と、音声出力部
２８０と、発光部２９１と、撮像部２５０とを備える。
　操作部材２２１乃至２２３は、各種の操作入力を行う際に用いられる操作部材である。
【００３３】
　入出力部２４０は、各種画像を表示するとともに、入出力部２４０の表示面に近接また
は接触する物体の検出状態に基づいてユーザからの操作入力を受け付けるものである。
　音声出力部２８０は、各種の音声情報を出力するものである。
【００３４】
　発光部２９１は、被写体に対して光を発光させる発光装置である。発光部２９１は、例
えば、夜間や室内等のように十分な明るさが期待できない環境において情報処理装置２０
０を用いて撮像動作を行う際に用いられる。
　撮像部２５０は、被写体を含む被写体像を撮像して画像（画像データ）を生成するもの
である。
【００３５】
　図３～図５に示すように、撮像装置１００の取付部材１７１、１７２により情報処理装
置２００の本体を挟むことにより、撮像装置１００を情報処理装置２００に固定すること
ができる。
［撮像装置及び情報処理装置の構成］
　図６は、本実施形態における撮像装置１００及び情報処理装置２００の構成を示すブロ
ック図である。
　（撮像装置１００の構成）
【００３６】
　撮像装置１００は、撮像部１１０と、記憶部１２０と、制御部１３０と、Ｗｉ－Ｆｉ通
信部１４０と、ＮＦＣ通信部１５０と、明度検出部１６０と、設定スイッチ１７０とを備
える。
【００３７】
　撮像部１１０は、被写体を含む被写体像を撮像して画像（画像データ）を生成する。撮
像部１１０は、例えば、光学系（複数のレンズ）、撮像素子により構成される。また、撮
像部１１０は、制御部１３０の制御に基づいて、各部（例えば、ズームレンズ、フォーカ
スレンズ、絞り）が制御される。なお、本技術の実施の形態では、「画像」と記載した場
合には、画像そのものと、その画像を表示するための画像データとの両方の意味を含むも
のとする。



(8) JP 2015-99956 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

【００３８】
　撮像部１１０から出力された画像は、記憶部１２０に記憶される。なお、この画像につ
いては、通信部１４０を利用して情報処理装置２００側に送信して記憶させるようにして
もよい。
【００３９】
　記憶部１２０は、画像をコンテンツ（例えば、静止画ファイル、動画ファイル）として
記憶する記録媒体である。なお、記憶部１２０は、撮像装置１００に内蔵するようにして
もよく、撮像装置１００から着脱可能とするようにしてもよい。
【００４０】
　制御部１３０は、制御プログラムに基づいて撮像装置１００における各部を制御する。
例えば、制御部１３０は、撮像装置１００に備えられているズームレバーやシャッターキ
ー等の操作部（図示せず）や設定ボタン１７０により受け付けられた操作入力に基づいて
各部を制御する。
【００４１】
　制御部１３０は、Ｗｉ－Ｆｉ通信部１４０を介して受信される情報処理装置２００から
の制御情報に基づいて各部を制御する。すなわち、情報処理装置２００を用いて撮像装置
１００を遠隔操作することができる。Ｗｉ－Ｆｉ通信部１４０は、無線通信を利用して情
報処理装置２００との間で各情報（例えば、制御データ、画像データ）を送受信する。
【００４２】
　制御部１３０は、情報処理装置２００より送信された情報処理装置２００側の被写体像
の明度に応じた明度情報をＷｉ－Ｆｉ通信部１４０を介して受信する。本実施形態では、
制御部１３０及びＷｉ－Ｆｉ通信部１４０が受付部として機能する。
【００４３】
　制御部１３０は、明度検出部１６０より得られた明度情報を情報処理装置２００側の被
写体像の明度に応じた明度情報により補正した露出値に基づき露出制御を行う。
【００４４】
　本実施形態では、無線通信として、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ
）を用いているが、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線、携帯電波等の無線
通信を用いることができる。
【００４５】
　ＮＦＣ通信部１５０は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
）を用いて撮像装置１００が情報処理装置２００に近接したことを検知し、また撮像装置
１００が情報処理装置２００に装着されているかどうかを検知する。無線通信の開始時に
は、ＮＦＣ通信部１５０にて、情報処理装置２００が近傍にある、又は、装着されている
と確認されると、撮像装置１００の電源がオンされ、それ以降の撮像装置１００と情報処
理装置２００とのデータのやり取りは、Ｗｉ－Ｆｉ通信部１４０にて行われる。なお、Ｎ
ＦＣ通信部１５０に代え、例えば情報処理装置２００の装着を機械的に検出するボタンを
設け、装着を検知するように構成してもよい。
【００４６】
　明度検出部１６０は、被写体像の明度を検出する。明度検出部１６０として、測光専用
のセンサーを用いることができるが、撮像部１１０よりの情報に基づき明度を検出するこ
とも可能である。
【００４７】
　設定スイッチ１７０は、明度検出部１６０により検出された明度情報に対応する露出値
により露出制御を行うか、明度検出部１６０により検出された明度情報を情報処理装置２
００により補正した露出値に基づき露出制御を行うか、を切り替える。設定スイッチは、
例えば鏡筒１６０基部にスライドスイッチを設けることで実現できる。制御部１３０は、
設定スイッチ１７０による設定に応じて、上記補正した露出値に基づき露出制御を行う。
　（情報処理装置２００の構成）
【００４８】
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　情報処理装置２００は、操作受付部２１０、Ｗｉ－Ｆｉ通信部２２０、ＮＦＣ通信部２
３０、入出力部２４０と、撮像部２５０と、記憶部２６０と、制御部２７０とを備える。
【００４９】
　操作受付部２１０は、ユーザにより行われた操作を受け付ける操作受付部であり、受け
付けられた操作内容に応じた制御情報（操作情報）を制御部２７０に出力する。操作受付
部２１０は、例えば図３～図５に示す操作部材２２１乃至２２３に対応する。
　Ｗｉ－Ｆｉ通信部２２０は、無線通信を利用して撮像装置１００との間で各情報（例え
ば、制御データ、画像データ）の送受信を行う。
【００５０】
　ＮＦＣ通信部２３０は、撮像装置１００が情報処理装置２００に近接したことを検知し
、また、撮像装置１００が情報処理装置２００に装着されているかどうかを検知する。
【００５１】
　無線通信の開始時には、ＮＦＣ通信部２３０にて、撮像装置１００が近傍にある、又は
、装着されていると確認されると、情報処理装置２００内の撮像アプリケーションが起動
される。撮像アプリケーションが起動されると、それ以降の撮像装置１００と情報処理装
置２００とのデータのやり取りは、Ｗｉ－Ｆｉ通信部２２０によるＷｉ－Ｆｉ通信にて行
われる。
【００５２】
　入出力部２４０は、入力部２４１と表示部２４２とが一体化して構成されている。入出
力部２４０は、制御部２７０の制御に基づいて各種画像を表示部２４２に表示するととも
に、表示部２４２に表示される各種撮像操作部からのユーザの操作入力を入力部２４１に
より受け付ける。撮像操作部としては、例えばズーム調整バーや、シャッターキー等があ
る。また、入力部２４１は、受け付けられた操作入力に応じた制御情報を制御部２７０に
出力する。
【００５３】
　例えば、入力部２４１として、導電性を有する物体（例えば、人物の指）の接触又は近
接を、静電容量の変換に基づいて検出する静電式（静電容量方式）のタッチパネルを用い
ることができる。また、例えば、表示部２４２として、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓ
ｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）パ
ネル等の表示パネルを用いることができる。そして、入出力部２４０は、例えば、表示パ
ネルの表示面上に、透明なタッチパネルを重ね合わせることにより構成される。
【００５４】
　撮像部２５０は、被写体像を撮像して画像（画像データ）を生成する。撮像部２５０は
、例えば、光学系、撮像素子により構成される。また、撮像部２５０は、制御部２７０の
制御に基づいて、各部（例えば、フォーカスレンズ、絞り）が制御される。
　撮像部２５０から出力された画像は、記憶部２６０に記憶される。なお、撮像装置１０
０側から送信された画像を記憶部２６０に記憶させるようにしてもよい。
【００５５】
　記憶部２６０は、画像をコンテンツ（例えば、静止画ファイル、動画ファイル）として
記憶する記録媒体である。なお、記憶部２６０は、当該情報処理装置２００に内蔵するよ
うにしてもよく、当該情報処理装置２００から着脱可能とするようにしてもよい。
　制御部２７０は、制御プログラムに基づいて情報処理装置２００における各部を制御す
る。
【００５６】
　例えば、制御部２５０は、情報処理装置２００と撮像装置１００とが接続されている場
合には、撮像装置１００を操作するための表示画面を入出力部２４０に表示させる。
【００５７】
　制御部２７０は、撮像部２５０よりの情報に基づき明度を検出する。本実施形態では、
撮像部２５０と制御部２７０とにより明度を検出する検出部を構成する。明度を検出する
検出部を撮像部２５０と別に設けても構わない。
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【００５８】
　制御部２７０は、検出した明度に応じた明度情報をＷｉ－Ｆｉ通信部２２０を介した撮
像装置１００に送信することが可能である。制御部２７０は、当該明度情報を撮像装置１
００側に出力することを設定する設定情報を撮像装置１００よりＷｉ－Ｆｉ通信部２２０
を介して受信することが可能である。制御部２７０は、当該設定情報を受信すると、明度
情報をＷｉ－Ｆｉ通信部２２０を介した撮像装置１００に送信する。本実施形態では、制
御部２７０とＷｉ－Ｆｉ通信部２２０とにより受付部及び出力部を構成している。
［撮像装置及び情報処理装置の動作］
　次に、本実施形態における撮像装置１００及び情報処理装置２００の動作について説明
する。
　図７は、本実施形態における撮像装置１００の動作を示すフローチャートである。
【００５９】
　図７に示すように、まず、ステップＳ１０１において、ＮＦＣ通信部１５０は、外部か
らＮＦＣ帯域のＲＦ（無線信号）を検出する。かかる無線信号は、情報処理装置２００か
ら発信されるＰｏｌｌｉｎｇ　Ｃｏｍｍａｎｄに相当するが、当該無線信号の検出は、Ｎ
ＦＣ通信部１５０が有するＮＦＣ帯域の無線信号の周波数検出器により実現されるので、
この時点ではコマンドのデコードは行われない。ＮＦＣ通信部１５０は、ＮＦＣ帯域のＲ
Ｆを検出したことを認識する。
【００６０】
　次に、ＮＦＣ帯域の無線信号を検出した場合（Ｓ１０１／Ｙｅｓ）、ステップＳ１０２
において、制御部１３０は、電源ＯＦＦ状態である撮像装置１００の電源をＯＮにするよ
う電源部（図示を省略）に電源コントロール信号を出力する。この際、制御部１３０は、
撮像部１１０における沈胴式レンズを突出する等の撮像準備動作は行わない。
　次いで、ステップＳ１０３において、制御部１３０は、ＮＦＣ通信待ちのタイマを起動
する。
【００６１】
　続いて、ステップＳ１０４において、制御部１３０は、外部からのＣｈｅｃｋ　Ｃｏｍ
ｍａｎｄに応じたＮＦＣ通信による応答データの送信が完了したか否かを判断する。Ｃｈ
ｅｃｋ　Ｃｏｍｍａｎｄに応じてＮＦＣ通信により送信する応答データとは、Ｗｉ－Ｆｉ
　Ｃｏｎｆｉｇ及びＡＡＲ（Ａｎｄｒｏｉｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｒｄ）
である。
【００６２】
　次に、応答データの送信が完了した場合（Ｓ１０４／Ｙｅｓ）、ステップＳ１０５にお
いて、制御部１３０は、撮像部１１０における沈胴式レンズを突出する等の撮像準備動作
を行う。
【００６３】
　次いで、ステップＳ１０６において、制御部１３０は、カメラ機能を開始する。例えば
、制御部１００は、沈胴式レンズを含む光学系により形成された被写体像を電気的な画像
信号に変換する。また、制御部１３０は、情報処理装置２００とのＷｉ－Ｆｉ接続を確立
し、情報処理装置２００との連携機能を実施する。なお、応答データの送信が完了せずに
（Ｓ１０４／Ｎｏ）、タイマ設定の時間（一定時間）が経過した場合（Ｓ１０７／Ｙｅｓ
）、ステップＳ１０８において、制御部１３０は、撮像装置１００の電源をＯＦＦにする
よう電源部（図示を省略）に電源コントロール信号を出力する。また、ＲＦ（無線信号）
を検出しない状態で、当該撮像装置１００の電源ボタンが押下されると（ステップＳ１０
９）、制御部１３０は、電源ＯＦＦ状態である撮像装置１００の電源をＯＮにするよう電
源部（図示を省略）に電源コントロール信号を出力する。この際、制御部１３０は、撮像
部１１０における沈胴式レンズを突出する等の撮像準備動作も行う（ステップＳ１１０）
。制御部１３０は、上記と同様のカメラ機能を開始する（ステップＳ１１１）。
　ここで、情報処理装置２００の動作を図８に示すフローチャートに示す。
【００６４】
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　情報処理装置２００側では、ＮＦＣ通信部２３０が撮像装置１００からＮＦＣ帯域のＲ
Ｆ（無線信号）を検出すると（ステップＳ２０１）、ＡＡＲに従って所定のアプリケーシ
ョンを起動し（ステップＳ２０２）、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｃｏｎｆｉｇを用いて撮像装置１００
に対してＷｉ－Ｆｉ接続要求を行う。そして、情報処理装置２００と撮像装置１００との
間でＷｉ－Ｆｉ接続が完了すると、Ｗｉ－Ｆｉ通信を利用した連携機能が実施される。
　情報処理装置２００における上記所定のアプリケーション、すなわち連携機能実施のた
めのアプリケーションは、以下のようにステップで動作する。
【００６５】
　まず、制御部２７０は、Ｗｉ－Ｆｉ通信を利用して所定のデータのやり取りによって連
携する撮像装置１００が存在するかどうかを確認する（ステップＳ２０３）。
【００６６】
　ステップＳ２０３において、撮像装置１００が存在する場合には、制御部２７０は、撮
像部２５０により得られる例えば図９Ａに示した画像の明度情報を、Ｗｉ－Ｆｉ通信を利
用して撮像装置側１００に送信する（ステップＳ２０４）。
【００６７】
　一方、図７に戻り、情報処理装置２００と連携状態にある撮像装置１００では、まず制
御部１３０がＷｉ－Ｆｉ通信を利用して所定のデータのやり取りによって連携する情報処
理装置２００の存在を確認する(ステップＳ１１２)。ここで、存在が確認できない場合に
は、情報処理装置２００の撮像部２５０により撮像された画像を表示部２４２に表示し（
ステップＳ２０８）、通常の撮像モードとなる（ステップＳ２０６、Ｓ２０７）。
【００６８】
　一方、制御部１３０は、ステップＳ１１２において、情報処理装置２００の存在を確認
すると、情報処理装置２００より送信された上記の画像（図９Ａ参照）の明度情報をＷｉ
－Ｆｉ通信を利用して取得する(ステップＳ１１３)。
【００６９】
　制御部１３０は、明度検出部１６０により得られた、撮像部１１０により撮像されてい
る画像（図９Ｂ参照）の明度情報を情報処理装置２００側の画像（図９Ａ参照）の明度情
報により補正した露出値を得て、この露出値に基づき露出制御を行う（ステップＳ１１４
）。露出制御が行われている画像（図９Ｄ参照）は、Ｗｉ－Ｆｉ通信を利用して情報処理
装置２００側に送信される（ステップＳ１１５）。
【００７０】
　ここで、図８に戻り、情報処理装置２００における連携機能実施のためのアプリケーシ
ョンは、上記の撮像装置１００により撮像されている画像（図９Ｂ参照）を表示部２４２
に表示させる（ステップＳ２０５）。この表示状態で、入力部２４１がタッチされると（
ステップＳ２０６）、Ｗｉ－Ｆｉ通信を利用してシャッターの押下がされた情報を撮像装
置１００側に送信する（ステップＳ２０７）。
【００７１】
　再び図７に戻り、撮像装置１００では、制御部１３０が情報処理装置２００側よりＷｉ
－Ｆｉ通信を利用してシャッターの押下がされた情報を受信すると（ステップＳ１１６）
、露出制御が行われている画像を例えば静止画として記憶部１２０に記憶させる（ステッ
プＳ１１７）。ここでは、画像として静止画を例にしているが動画であったも同様である
。
【００７２】
　なお、制御部１３０は、ステップＳ１１２において、情報処理装置２００の存在が確認
できないときには、撮像部１１０により撮像されている画像（図９Ｂ参照）の明度情報よ
り露出値を得て、この露出値に基づき露出制御を行う（ステップＳ１１８）。
【００７３】
　以上のとおり、本実施形態では、レンズスタイルカメラのような撮像装置１００とスマ
ートフォンのような情報処理装置２００とが連携動作するシステムにおいて、撮像装置１
００で得られる明度情報及び情報処理装置２００で得られる明度情報を利用して露出制御
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の精度を向上させようとするものである。例えば、撮像装置１００で接写をする際の自動
露出の追加情報として情報処理装置２００の俯瞰した画角の明度情報を利用する。
【００７４】
　例えば、図１０に示すように、白い色のテーブル３０１の上に被写体３０２が載ってい
てこの被写体３０２を撮像装置１００で接写しようとすると、図９Ｂに示したように、撮
像装置１００の画角では撮像装置１００が被写体３０２に近接しているため、背景は白い
テーブル３０１しか映らない。すると、通常の露出制御では、図９Ｃに示すように、背景
が白いと全体の画像を暗くしようとし、このまま撮影したのでは、暗い画像となってしま
う。
　これに対して、情報処理装置１００の画角は、図９Ａに示したように、被写体３０２か
ら離れているので、撮影環境の全体像が写る。
【００７５】
　従って、撮像装置１００で接写をする際の露出制御の追加情報として情報処理装置２０
０の俯瞰した画角の明度情報を利用することで、この場合には、撮像装置１００の全体像
の背景が暗いことを情報処理装置２００から通知されるため、図９Ｄに示したように、撮
像装置１００では適切な露光制御が行われ、画像が暗くなるようなことはなくなる。
［他の実施形態］
　本技術は、応用範囲は広く、様々な他の実施形態を含む。以下に、これらの他の実施形
態を開示する。
　（機器の切り替えに関する例１）
　図１１は、他の実施形態に係る撮像装置１００の動作を示すフローチャートである。
【００７６】
　最初に示した実施形態では、接写をする機器が撮像装置１００であり、全体を俯瞰する
機器として情報処理装置２００であることを前提にしていた。しかし、この実施形態のよ
うに、接写をする機器を撮像装置１００とするか、情報処理装置２００とするかをユーザ
に選択させるようにしても構わない。
【００７７】
　図１２に示すように、例えば切替スイッチを撮像装置１００に設ける。ステップＳ３０
１において、このスイッチで撮像装置１００が接写する機器として選択された場合には、
接写をする機器が撮像装置１００、全体を俯瞰する機器が情報処理装置２００としてそれ
ぞれ動作する（ステップＳ３０２）。
【００７８】
　一方、ステップＳ３０３において、スイッチで情報処理装置２００が接写する機器とし
て選択された場合には、接写をする機器が情報処理装置２００、全体を俯瞰する機器が撮
像装置１００としてそれぞれ動作する（ステップＳ３０４）。この場合には、撮像装置１
００よりの明度情報を情報処理装置２００側に送り、情報処理装置２００では、情報処理
装置２００で得られた明度情報を撮像装置１００より送られた明度情報で補正した露出値
に基づき情報処理装置２００で露出制御を行う。
　これにより、ユーザの設定により、接写する機器を選択でき、しかもその露出制御をよ
り正確に行うことができる。
【００７９】
　なお、このような切替スイッチは、撮像装置１００でなく、情報処理装置２００に設け
ても構わない。図１３は、その一例であり、情報処理装置２００の表示部２４２にトグル
ＵＩボタン２４３を表示させ、このボタン２４３により切り替えを行うようにしている。
　（機器の切り替えに関する例２）
　図１４は、さらに別の実施形態に係る情報処理装置２００の動作を示すフローチャート
である。
【００８０】
　この実施形態では、図１５に示すように、対になっている撮像装置１００が画角に入っ
ている情報処理装置２００を全体を俯瞰する機器と設定し、情報処理装置２００から撮像
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装置１００に接写する機器になるようにＷｉ－Ｆｉ通信を利用して指示を出している。
【００８１】
　例えば、情報処理装置２００では、図１４に示すように、ステップＳ４０１で情報処理
装置２００により撮像される画像の画角内に対になり得る機器である撮像装置１００が存
在するか、どうかを画像処理により判断する。
【００８２】
　ステップＳ４０１において、撮像装置１００が存在する場合には、情報処理装置２００
は当該情報処理装置２００を全体を俯瞰する機器として設定し（ステップＳ４０２）、撮
像装置１００に対して接写をする機器となるように指示を出す（ステップＳ４０３）。
【００８３】
　一方、ステップＳ４０１において、撮像装置１００が存在しない場合には、撮像装置１
００より接写をする機器となるように設定されていないかを判断する（ステップＳ４０４
）。そして、ステップＳ４０４において、接写をする機器となるように設定されている場
合には、情報処理装置２００は当該情報処理装置２００を接写をする機器として設定する
（ステップＳ４０５）。
　（ユーザインターフェースの例）
　次に、本技術に係る情報処理装置２００におけるユーザインターフェースの例を説明す
る。
　図１６及び図１７は、情報処理装置２００におけるユーザインターフェースとしての表
示部２４２における表示画面を示す。
【００８４】
　情報処理装置２００では、撮像装置１００を使った通常撮像時には、図１６に示すよう
に、その表示部２４２に撮像装置１００のライブビューが表示され、撮像装置１００によ
る撮像画像を確認することができるようになっている。同時に、例えば表示部２４２の所
定の領域には、２台の機器を使った明るさモードの切替ボタン２４５と、シャッターボタ
ン２４６が表示されている。図１６に表示された表示部の画像は撮像装置１００による明
度情報の露出値に基づき露出制御を行った画像が表示され、この画像の撮像が可能な状態
となっている。
【００８５】
　ここで、情報処理装置２００における切替ボタン２４５がタッチされると、図１７に示
すように、撮像装置１００による明度情報を情報処理装置２００による明度情報で補正し
た露出値に基づき露出制御を行った画像が表示され、この画像の撮像が可能な状態となる
。
【００８６】
　なお、図１７はオートでの露出制御の例であるが、例えばセミオートで露出制御を行う
モードをさらに持たせ、図１８に示すように、表示部２４２に露出補正用設定変更用のバ
ー２４７を表示し、ユーザがこのバー２４７をタッチすることで、露出補正が可能なよう
に構成しても構わない。これにより、ユーザの意図する露出補正が行うことができる。こ
の場合、表示部２４２には、情報処理装置２００により撮像されている画像（ライブビュ
ー）２４８を撮像装置１００により撮像されている画像（ライブビュー）２４９とともに
表示してもよく、その場合には、画像２４９の表示面積が画像２４８の表示面積よりも大
きくなるように表示すればよい。これにより、撮像する画像がどちらであるか、容易に判
別できる。
　本技術は、上記の実施形態に限定さることはなく、様々に変形して実施することが可能
であり、その実施の範囲も本技術の範囲である。
【００８７】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）被写体像の第１の明度情報を外部より受け付ける受付部と、
　被写体像の明度を検出する検出部と、
　前記検出部により検出した第２の明度情報及び前記第１の明度情報に基づいた露出値に
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基づき露出制御を行う制御部と
　を具備する撮像装置。
（２）上記（１）の撮像装置であって、
　　前記露出値に基づき露出制御を行うことを設定する設定部をさらに具備し、
　前記制御部は、前記設定部による設定に応じて、前記露出値に基づき露出制御を行う
　撮像装置。
（３）上記（１）又は（２）の撮像装置であって、
　前記露出値に基づき露出制御を行う指示情報を外部より受け付ける指示情報受付部をさ
らに具備し、
　前記制御部は、前記指示情報受付部により入力した指示情報に応じて、前記露出値に基
づき露出制御を行う
　撮像装置。
（４）上記（１）～（３）のいずれかの撮像装置であって、
　前記制御部により行われた露出制御に基づき撮像された被写体像の撮像情報を外部に出
力する撮像情報出力部
　をさらに具備する撮像装置。
（５）被写体像の明度を検出する検出部と、
　前記検出部により検出した第１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうか
を判別する判別部と、
　前記機器が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力することが
可能な出力部と
　を具備する情報処理装置。
（６）上記（５）の情報処理装置であって、
　前記第１の明度情報を外部に出力することを設定する設定情報を外部より受け付ける受
付部をさらに具備し、
　前記出力部は、前記受付部により外部より受け付けた設定情報に応じて、前記第１の明
度情報を外部に出力する
　情報処理装置。
【００８８】
（７）上記（５）又は（６）の情報処理装置であって、
　前記第１の明度情報を外部に出力することを設定する設定部をさらに具備し、
　前記出力部は、前記設定部の設定に応じて、前記第１の明度情報を外部に出力する
　情報処理装置。
（８）上記（５）～（７）のいずれかの情報処理装置であって、
　被写体像を撮像する撮像部と、
　前記機器が前記撮像部により撮像された被写体像に含まれているかどうかを判断する判
断部とをさらに具備し、
　前記出力部は、前記判断部により前記撮像装置が前記被写体像に含まれていると判断し
た場合に、前記第１の明度情報を外部に出力する
　情報処理装置。
【００８９】
（９）上記（５）～（８）のいずれかの情報処理装置であって、
　被写体像を撮像する撮像部をさらに具備し、
　前記表示部は、前記撮像部により撮像されている被写体像に応じた画像を、前記機器に
より撮像されている画像とともに表示する
　情報処理装置。
（１０）上記（５）～（９）のいずれかの情報処理装置であって、
　前記機器の露出補正値を設定するための設定部と、
　前記設定部により設定された露出補正値情報を外部に出力する露出補正値情報出力部と
　をさらに具備する情報処理装置。
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【００９０】
（１１）被写体像の明度を検出する第１の検出部と、前記第１の検出部により検出した第
１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうかを判別する判別部と、前記機器
が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力することが可能な出力
部とを備える情報処理装置と、
　前記第１の明度情報を受け付ける受付部と、被写体像の明度を検出する第２の検出部と
、前記第２の検出部により検出した第２の明度情報及び前記第１の明度情報に基づいた露
出値に基づき露出制御を行う制御部とを備える撮像装置と
　を具備する撮像システム。
【００９１】
（１２）情報処理装置に、
　被写体像の明度を検出させるステップと、
　前記検出された第１の明度情報に基づき撮像する機器が、存在するかどうかを判別させ
るステップと、
　前記機器が存在する場合には、前記機器に対して前記第１の明度情報を出力することを
可能とさせるステップと
　を実行させるプログラム。
【符号の説明】
【００９２】
１００　撮像装置
１１０　撮像部
１３０　制御部
１４０　Ｗｉ－Ｆｉ通信部
１５０　ＮＦＣ通信部
１６０　明度検出部
１７０　設定スイッチ
２００　処理装置
２１０　操作受付部
２２０　Ｗｉ－Ｆｉ通信部
２３０　ＮＦＣ通信部
２４０　入出力部
２４１　入力部
２４２　表示部
２５０　撮像部
２７０　制御部
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